
地域福祉推進と住民参加

○要支援者以外の地域住民（地域住民） ・枠内は地域社会を指す。
●支援を要する地域住民（要支援者） ・点線はネットワークを指す。
◎サービス事業者 ・矢印はサービスや相互関係を指す。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

・要支援者はどんなサービスも受けていない。

・地域で要支援者は孤立している。

・要支援者はサービスを受けるが、サービスは個々ばら
ばらに提供されている。

・地域で要支援者は、依然として孤立している。

・要支援者はケアマネージメントされたサービスを受け
ている。

・地域住民の一部が民間によるサービス・サポートに参
加するようになる。

・しかし、要支援者は地域において「支援すべき特別な
存在」である。

・多くの地域住民が民間によるサービス・サポートに参
加するようになる。

・しかし、この場合でも、要支援者が地域において「支
援すべき特別な存在」であることに変わりはない。

・地域住民が要支援者を「支援すべき条件を持ってはい
るが、人格は平等・対等である」と意識することによ
って、要支援者は「特別な存在」ではなく「対等の存
在」となる。これがノーマライゼーションの地域社会
であり、住民の意識変革が大前提である。住民参加が
不可欠とする理由はここにある。

・要支援者は、地域の他の住民と同格の地域社会の構成
員として社会に参画し、自立・自己実現を図る。
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地域福祉計画策定手順（策定委員会と住民等との協働関係）

市町村レベル 小地域レベル
課 題

策定委員会の役割 地域福祉推進役の役割 地域福祉推進役による住民等
に対する直接的働きかけ

・地域福祉計画策定の趣旨の ・小地域における地域福祉推進 ・地域福祉計画策定の意義の共 ・地域福祉計画策定の意義の住民に対する
確認と合意 役の選定 有 周知

・地域福祉推進役の育成 ・地域福祉計画策定の広報

・地域の特性と生活課題の大 ・生活課題とサービスの分析結
、要を把握するための地域社 ・行政や社協が保有する生 果のわかりやすい解説による

会の各種データの収集と分 活課題とサービスについ 解決活動を起こすための必要
析 ての情報の策定委員会へ 性の理解の促し

・地域のサービス関係機関・ の提示 ・地域福祉推進の主体は皆、同
団体等の活動状況を把握 格のパートナーであることの

・地域福祉推進役の会議・研修 確認
・各々の立場から、各々どのよ

うなことができるかの話し合
いと合意

・地域住民の自主的協働活動 ・調査活動の企画（目的・実施 ・調査活動の目的と方法を理解 ・住民等による交流会・小地域座談会など
を必要とする生活課題の存 方法の検討・決定） ・調査結果の策定委員会への報 への参加や調査活動への参加・協力を求
在を確かめ、その実態を把 ・地域住民自身による生活課題 告 めることにより、住民等の意識の変革を
握するための各種調査活動 発見のため、地域住民が調査 ・小地域における人づくり 図り、将来の活動に向けての動機づけを
の実施 に参加する方策の検討 実施

・調査結果の取りまとめ・分析 ・こうした活動により、その地域における
生活上の課題を自ら発見するよう支援

・住民等に、調査の結果明ら ・効果的な広報・教育活動の実 ・小地域における効果的な諸広
かになった地域における生 施方法の検討 報・教育活動の企画 ・文書
活課題を周知し、解決活動 ・集会 による各種広報・教育活動の
への動機づけを行うための ・視聴覚 実施
広報 ・その他

・教育活動の実施

・前の段階で明らかにされ、 ・計画に位置付ける生活課題の ・右欄の各種活動の結果を報告 ・各種の会合で、地域社会の生活課題につ
、 、住民が解決したいと考える 検討 し、課題に位置付ける解決活 いて検討するよう働きかけ また援助し

ようになった生活課題の中 動の課題を策定委員会に報告 意見をまとめる
から、計画に位置付ける解
決活動の課題を決定するよ
う援助

・取り上げられた課題に関係 ・課題別に候補の団体機関・個 ・地域福祉推進役のメンバーが ・候補に上った団体・機関・個人への公
を持つ人達を選び出し、活 人を選び出し、また必要な下 できるだけ役割分担して、計 式、非公式の働きかけ。
動に組み入れ 部組織や、計画と活動のため 画策定に参加するように働き ・計画と活動のための活動体制・組織作り

の体制案の作成 かける を援助

・地域福祉計画の目標の決定 ・ 何を実現しようとするの ・住民等が目的解決のためにそ ・話合いを重ね、目的の共有を目指す「
か」を決定 れぞれ何をどのように行うか ・各種の問題別の組織や機構の会合が定期

を働きかける 的にしかも能率的に開かれるよう事務的
な処理を進める

・討議に必要な資料を提供して、また専門
家を招く

・地域福祉計画の策定 ・実際に何を、どこが（誰が） ・上記に加えて、予想される計画策定上の
・地域福祉計画評価方法の決 、いつまでに、どのようにや 障害や問題点を指摘しつつ、任務分担、
定 るかを決める 時期、その他について討議を行い、解決

・計画評価方法の検討 活動を起こすよう援助
・評価方法の周知

・地域福祉計画の実施 ・計画実施状況の点検 ・右欄の結果を評価委員会に報 ・計画実施上の問題を解決するための具体
・計画の円滑な実施のための方 告し、必要に応じ、決定ある 的な援助の実施

策の検討及び実施 いは指示を受ける ・参加団体、機関、個人の協力を維持する
よう援助の実施

・地域社会に対する活動の意欲を維持、発
展させるために実際に行われている活動
や残された生活課題について発信・広
報、啓発活動の実施

・地域社会の協力活動の体制 ・必要に応じ、効果測定のため ・右欄の調査結果及び全般的な ・評価のための調査活動への参加・協力を
がどのくらい高まったか、 の調査を行い 評価の結果を 状況について検討がなされ、 求める、 、
福祉水準がどのくらい高ま 地域社会に知らせ、次の活動 適切な評価が行われるように
ったかを評価、必要な見直 への動機づけの一助とする 援助
しを提言
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社会保障審議会福祉部会名簿

（ 、 ） （ ）敬称略 五十音順 平成１４年１月２８日

氏 名 役 職 備 考

茨 木 尚 子 明治学院大学 社会学部助教授
い ば ら き な お こ

岩 田 正 美 日本女子大学 人間社会学部教授 部 会 長
い わ た ま さ み

大 山 博 法政大学 現代福祉学部長
お お や ま ひろし

岡 田 喜 篤 川崎医療福祉大学 副学長
お か だ き と く

岡 部 卓 東京都立大学 人文学部教授
お か べ たく

北 野 誠 一 桃山学院大学 社会学部教授
き た の せ い い ち

京 極 高 宣 日本社会事業大学 学長 部会長代理
きょうごく た か の ぶ

佐 口 和 郎 東京大学大学院 経済学研究科教授
さ ぐ ち か ず ろ う

鈴 木 真理子 岩手県立大学 社会福祉学部専任講師
す ず き ま り こ

武 川 正 吾 東京大学大学院 人文社会系研究科助教授
た け か わ し ょ う ご

中 村 博 彦 （福）健祥会 理事長
な か む ら ひ ろ ひ こ

根 本 嘉 昭 立正大学 社会福祉学部教授
ね も と よ し あ き

長谷川 匡 俊 淑徳大学 学長
は せ が わ ま さ と し

村 田 幸 子 ジャーナリスト
む ら た さ ち こ
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